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新型コロナウイルス感染症（変異株）の評価・分析

１. N501Yの変異のある変異株

２. E484Kの変異がある変異株

• 「N501Yの変異がある変異株」は、従来株よりも、感染しやすい可能性がある。

• 英国で確認された変異株(VOC-202012/01)、南アフリカで確認された変異株
(501Y.V2)、ブラジルで確認された変異株（501Y.V3）、フィリピンで確認された変
異株がこの変異を有している。

• 英国や南アフリカで確認された変異株については、重症化しやすい可能性も指摘され
ている

• 4/6時点、国内事例886例、空港検疫152例の計1038例が確認されている。

• 「E484Kの変異がある変異株」は、従来株よりも、免疫やワクチンの効果を低下さ
せる可能性（*1）が指摘されている。

• 南アフリカで確認された変異株(501Y.V2)、ブラジルで確認された変異株
（501Y.V3）、フィリピンで確認された変異株がこの変異を有している。

※ 上記のほかに、我が国では「N501Yの変異はないがE484Kの変異がある変異株」を計1,553例（国内1,548件、検疫5件）
確認されている(2021/4/6時点) 1

*1 この変異のみでワクチンが無効化されるものではなく、ファイザー社のワクチンの場合は、承認審査において、モデルウイル
スを用いた非臨床試験を通じ、種々の変異株にも一定の有効性が期待できるが、今後も変異を注視し、引き続き検討が必要と
されている。



※１ 国内事例は公表日前日までにHER-SYSで把握した累計を計上。検疫は公表日前日までに厚生労働省で把握した累計を計上。

４月６日時点
括弧内は3/31公表との比較

１：英国で確認された変異株
２：南アフリカで確認された変異株
３：ブラジルで確認された変異株

• 国内事例886例（＋208）、検疫152例（＋29）の合計1038例（＋237）を確認※１

• 国内事例のうち、英国815例（＋188）南アフリカ15例（＋０）ブラジル56例（＋20）
※38都道府県（新たに秋田県、島根県、山口県、長崎県）で確認。

北海道（＋22）
秋田県（＋２）
埼玉県（＋２）
千葉県（＋17）
東京都（＋５）
神奈川県（＋８）
岐阜県（＋７）
愛知県（＋３）
三重県（＋10）
大阪府（＋75）
兵庫県（＋16）

奈良県（＋６）
和歌山県（＋１）
島根県（＋１）
岡山県（＋２）
山口県（＋２）
徳島県（＋２）
香川県（＋11）
愛媛県（＋11）
高知県（＋１）
福岡県（＋１）
長崎県（＋３）

都道府県別の変異株（ゲノム解析）確認数
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https://app.powerbi.com/groups/me/reports/66c41e2f-8881-4b75-a3bf-1f8790d2a5ff/ReportSection369bc1d83b482c2e63f0?pbi_source=PowerPoint
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都道府県別の変異株（変異株PCR検査）確認数

（参考）変異株PCR陽性者数 累計2039件（＋839）
（速報値）

2021/4/6時点

※１ 国内事例はHER-SYSで把握した累計を自治体へ協議した上で計上。
※２ 変異株PCR陽性者数はHER-SYSで把握した累計を計上した速報値であり、自治体公表の数字とは異なる可能性がある。

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/66c41e2f-8881-4b75-a3bf-1f8790d2a5ff/ReportSectionf2f84d9b0b91e850e00f?pbi_source=PowerPoint


※自治体においてHER-SYSに入力があったものを集計。変異株の種別が「その他」又は未入力のものを除く。
※死亡者数は、新型コロナウイルス感染症の死亡者数（9,246(4/6時点)）の内数

性別・年代別の変異株（ゲノム解析）確認数
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2021/4/６時点
【変異株（ゲノム解析）確認数】

【変異株（ゲノム解析）の死亡者数】

10歳
未満

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代
80代
以上

計

男 0 0 0 0 0 0 1 2 6 9

女 0 0 0 0 1 0 0 1 3 5

計 0 0 0 0 1 0 1 3 9 14

n=891

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/906ae20d-87a5-4397-8157-85e834a19565/ReportSection514d31c1eb54e40d4108?pbi_source=PowerPoint


※自治体においてHER-SYSに入力があったものを集計。変異株の種別が「その他」又は未入力のものを除く

診断日別の変異株（ゲノム解析・変異株PCR検査）確認数
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2021/4/6時点【ゲノム解析結果】

１：英国で確認された変異株、２：南アフリカで確認された変異株、３：ブラジルで確認された変異株

【変異株PCR検査】 １：英国で確認された変異株、２：南アフリカで確認された変異株、３：ブラジルで確認された変異株



※自治体においてHER-SYSに入力があったものを集計。変異株の種別が「その他」又は未入力のものを除く

発症日別の変異株（ゲノム解析）確認数
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2021/4/6時点

１：英国で確認された変異株、２：南アフリカで確認された変異株、３：ブラジルで確認された変異株
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新型コロナウイルス感染症（変異株）の監視体制（全体像）

• 新型コロナウイルスのゲノム変異の状況を把握するため、国立感染症研究所において、
国内の陽性検体についてゲノム解析を実施（※１）するとともに、変異株のリスク評価・
分析を実施している。
※１）新型コロナウイルス約3万塩基の全てを決定する必要があるため解析に数日以上要する。

• 変異株のリスク評価・分析結果に応じて、以下の取組を実施。

⑴ 感染性が増していることが懸念される変異株については、迅速に対応につなげる
ために、
• 変異株スクリーニングを実施（自治体で全陽性患者数の40％分の検体を目処に
変異株PCR検査（※２）を実施。）

• 変異株が確認された自治体については、可能な限り抽出割合を上げて変異株ス
クリーニングを実施

• 国立感染症研究所、地方衛生研究所等においてゲノム解析を実施
※２）変異株疑い患者を数時間で判別

⑵ 免疫やワクチンの効果を低下させる可能性が指摘されている変異株やその他の株
についても、迅速に発生状況を把握する必要が生じた場合に備え、
• 国立感染症研究所において、複数の変異を迅速に検出する検査方法の開発
• 国立感染症研究所においてゲノム解析を実施

などに取り組む



新型コロナウイルス感染症（変異株）のスクリーニング体制
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変異株「確定」患者
検査法：ゲノム解析
所要:数日以上

新型コロナ患者
検査法：PCR検査
所要：数時間

変異株と「考えられる」患者
検査法：変異株PCR検査

所要：数時間

陽
性 変

異
株陰

性

自治体で全陽性患者
数の40%分の検体
を抽出

感染研で変異株と
「考えられる」患者
をゲノム解析

地方衛生研究所等で
変異株PCR検査を実施

変異株スクリーニング体制

• 民間検査機関や大学等と連携して、全ての都道府県でスクリーニング検査を実施。抽出割
合を40%程度に引き上げ、全国の監視体制を強化。

• 変異株が確認された場合には、積極的疫学調査や検査を徹底して、変異株の感染拡大防止に取り組
んでいく。

※変異株が確認された自治体においては可能な限り割合をあげてスクリーニングを強化



※１各報告日時点の集計値を記載しているため、各自治体のホームページ等で公表されている数値と異なる場合がある。※２ 速報値のため、今後、精査が必要な数字である。※３ 陽性者数に自治体の積極的
疫学調査等によって把握した患者が、検査数に過去検体の実績がそれぞれ含まれている可能性がある。地域の感染状況を評価するには注意が必要である。※４ 民間検査機関の件数は、国立感染症研究所から民
間検査会社に委託して実施したもの

変異株スクリーニング検査の実施状況【3/22~3/28】速報値 2021/4/6時点

都道府県
新規感染
者数

変異株PCR検査
実施件数

変異株PCR検査
陽性件数

１ 北海道 445 399 142
２ 青森県 48 23 0

３ 岩手県 21 11 2

４ 宮城県 911 197 0

５ 秋田県 6 4 2

６ 山形県 216 51 0

７ 福島県 109 14 0

８ 茨城県 253 146 4

９ 栃木県 123 70 0

10 群馬県 124 27 0

11 埼玉県 803 55 5

12 千葉県 701 129 10

13 東京都 2,457 183 9

14 神奈川県 660 76 9

15 新潟県 119 88 0

16 富山県 13 14 4

17 石川県 7 11 0

18 福井県 17 10 2

19 山梨県 6 6 0

20 長野県 179 64 0

21 岐阜県 92 53 13

22 静岡県 152 42 8

23 愛知県 455 88 28

都道府県別
新規感染
者数

変異株PCR検査
実施件数

変異株PCR検査
陽性件数

24 三重県 65 27 18

25 滋賀県 41 20 0

26 京都府 146 24 8

27 大阪府 1,799 247 148

28 兵庫県 698 251 185

29 奈良県 142 22 18

30 和歌山県 46 44 25

31 鳥取県 2 7 4

32 島根県 1 1 1

33 岡山県 25 17 9

34 広島県 38 96 2

35 山口県 9 8 1

36 徳島県 49 24 3

37 香川県 13 9 0

38 愛媛県 194 35 29

39 高知県 2 3 1

40 福岡県 192 171 2

41 佐賀県 19 45 1

42 長崎県 11 7 3

43 熊本県 9 7 0

44 大分県 4 6 2

45 宮崎県 1 1 0

46 鹿児島県 38 9 0

47 沖縄県 493 43 0

全国 11,954 2,885 698
民間検査機関 936 69

9
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変異株スクリーニング検査の実施率・陽性率（機械的な試算）速報値

3/22-3/28
合計（①+②） ①自治体 ②民間検査機関

実施率 陽性率 検査数 うち陽性者数 検査数 うち陽性者数 新規陽性者数

埼玉県 29% ３％ 55 5 176 2 803

千葉県 26% 7％ 129 10 54 2 701

東京都 23% 3% 183 9 373 9 2,457

神奈川県 26% 8% 76 9 93 4 660

大阪府 19% 54% 247 148 86 32 1,799

兵庫県 39% 75% 251 185 18 16 698

全国 32% 20% 2,885 698 936 69 11,954

3/1-3/7 3/8-3/14 3/15-3/21 3/22-3/28

実施率 陽性率 実施率 陽性率 実施率 陽性率 実施率 陽性率

埼玉県 23% 5％ 20% 3% 29% 0% 29% ３％

千葉県 11% 1％ 21% 13% 28% 9% 26% 7％

東京都 10% 1% 10% 1% 22% 3% 23% 3%

神奈川県 14% 9% 14% 10% 19% 7% 26% 8%

大阪府 40% 28% 20% 34% 32% 26% 19% 54%

兵庫県 46% 32% 39% 71% 46% 71% 39% 75%

全国 30% 7% 26% 10% 33% 16% 32% 20%

※１各報告日時点の集計値を記載しているため、各自治体のホームページ等で公表されている数値と異なる場合がある。※２ 速報値のため、今後、精査が必要な数字である。※３ 陽性者数に自治体の積極
的疫学調査等によって把握した患者が、検査数に過去検体の実績がそれぞれ含まれている可能性がある。地域の感染状況を評価するには注意が必要である。※４ 民間検査機関の件数は、国立感染症研究所か
ら民間検査会社に委託して実施したもの



（令和2年12月23日事務連絡（3月31日最終改訂））

【入院措置】
○ 変異株の症例は、その蔓延の防止のため、原則入院措置
⇒ただし、地域の実情に応じ、医師が入院不要と判断した無症状者や軽症者は、宿泊療養施設で丁
寧な健康観察ができる場合に宿泊療養が可能（3/31改正で追記）

【個室対応】
○ 原則、個室での対応。同じ変異株患者同士は、同室可
⇒英国で確認された変異株の患者は、従来株の患者と同室可（3/31改正で追記）

【退院基準】
○ 退院は、症状がある方はPCR等検査で２回の陰性を確認するなど※科学的知見が得られるまでの間

⇒変異株は、感染性の高さが感染可能期間の長さに起因する可能性が指摘されている（ウイルスが
検出されなくなるまでの平均期間が従来株より５日程度長いとする研究もある（※１））

⇒現在、国立感染症研究所において国内症例の分析を行っており、分析結果を踏まえ、検査を実施
せずに退院する場合の基準を早急に検討する。（3/31改正で追記）

（参考）退院基準（有症状者の場合）
・変異株：24時間後に核酸増幅法等の検査を行い、陰性が確認されること、その24時間後に再度陰性が確認されること など
・従来株：①発症日から10 日間経過し、かつ、症状軽快後72 時間経過した場合、又は ②発症日から10 日間経過以前に症状軽快した場合に、症状軽
快後24 時間経過した後に検査を行い、陰性が確認され、その24 時間後に再度陰性が確認された場合 など

新型コロナウイルス感染症（変異株）患者等の対応について
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※１ Kissler, S. M., Fauver, J. R., Mack, C., Tai, C., Breban, M., Watkins, A. E., ... & Grad, Y. (2021). Densely sampled viral trajectories 
suggest longer duration of acute infection with B. 1.1. 7 variant relative to non-B. 1.1. 7 SARS-CoV-2. medRxiv.



事 務 連 絡 

令 和 ２ 年 12 月 23 日 

（最終改訂令和３年３月３１日） 

 

   都 道 府 県  

各  保健所設置市   衛生主管部（局） 御中 

   特 別 区  
 
 

厚生労働省新型コロナウイルス感染症 

対策推進本部 

 

新型コロナウイルス変異株流行国・地域に滞在歴がある入国者の方々の健康フォ

ローアップ及び SARS-CoV-2 陽性と判定された方の情報及び検体送付の徹底につ

いて 

 

新型コロナウイルス感染症の変異株については、昨年来、英国や南アフリカ等にお

いて確認されています。変異株は、感染力が増していること等が懸念されています。

我が国においても、変異株のクラスターが複数報告され、海外とのつながりがない事

例も継続的に確認されています。 

こうした状況を踏まえ、我が国において変異した新型コロナウイルスによる感染拡

大の防止のため、本邦入国前 14 日以内に新型コロナウイルス変異株流行国・地域に

滞在歴がある入国者の方々の健康フォローアップ並びに SARS-CoV-2 陽性と判定

された方の情報及びウイルスゲノムを確認するための検体の提供の徹底等の対

策の強化をお願い申し上げます。 

また、これまでの対応を踏まえて、別添に Q&A を追加いたしましたのでご参考くだ

さい。今後も随時追加を行っていく予定です。 

つきましては、貴職におかれては、下記について対応を改めて徹底するとともに、

管内市町村、関係機関等への周知をお願いいたします。 

（改正箇所は太字下線） 

 

記 

 

Ⅰ．新型コロナウイルス変異株流行国・地域に該当する入国者の方々に対する健康フ

ォローアップについて 

１．新型コロナウイルス変異株流行国・地域に該当する入国者の方々に対する健康

フォローアップについては、国からの委託による入国者健康確認センターにおい

て実施されています。詳細は「新型コロナウイルス感染症の変異株流行国・地域

からの入国者に対する健康観察について」（令和３年１月 19 日付け厚生労働省新

Administrator
テキストボックス
　　　資料４－１②



1 
 

型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡（令和３年２月４日一部改正））1

をご参照ください。また、新型コロナウイルス変異株流行国・地域以外からの入

国者に対する健康フォローアップについては、「新型コロナウイルス感染症の水

際対策強化に係る新たな措置を踏まえた入国者の健康フォローアップについて」

（令和３年３月９日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事

務連絡）2をご参照ください。 

 

２．当面の間、新型コロナウイルス変異株流行国・地域に滞在歴のある入国者に限

らず、健康フォローアップ中の入国者が SARS-CoV-2 陽性と判定された場合には、

変異株を確認するための PCR 検査を実施するようお願いいたします。 

 

Ⅱ.新型コロナウイルス感染症の積極的疫学調査における検体提出等について 

○ 「新型コロナウイルス感染症における積極的疫学調査について（協力依頼）」（令

和２年３月 16 日付け事務連絡）3において依頼した、管内の地方衛生研究所及び

「新型コロナウイルス核酸検出の保険適用に伴う行政検査の取扱いについて」

（令和２年３月４日付け健感発 0304 第５号）に基づき行政検査を委託している

先に保管されている SARS-CoV-2 陽性と判定された方の情報及び検体の国立感染

症研究所への提出の徹底をお願いしているところ、改めて「新型コロナウイルス

感染症の積極的疫学調査における検体提出等について（要請）」（令和３年２月５

日付け健感発 0205 第４号。最終改訂 3月 24 日）4において検体等の提出をお願い

しているところですので、ご参照の上対応の程よろしくお願いいたします。 

 

Ⅲ.変異株の患者及び当該患者に対する入退院・積極的疫学調査について 

１．当面の間、以下の者については、原則、感染症の予防及び感染症の患者に対す

る医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号。以下「法」という。）第 19 条第１

項の規定に基づく入院措置を行うこととし、迅速に対応がとれるよう、あらかじ

め医療機関の確保等について調整しておくようお願いいたします。ただし、地域

の感染状況等に応じて、医師が入院の必要が無いと判断した無症状病原体保有者

や軽症者については、宿泊療養施設において丁寧な健康観察が行うことができる

場合には、そのような取扱いとして差し支えありません。 

 ① 新型コロナウイルス変異株流行国・地域に滞在歴のある入国者であって、無

症状の場合も含め新型コロナウイルス感染症患者及び疑似症患者 

② 過去 14 日以内に新型コロナウイルス変異株流行国・地域に滞在歴のある入

                                                      
1 新型コロナウイルス感染症の変異株流行国・地域からの入国者に対する健康観察について

https://www.mhlw.go.jp/content/000734331.pdf 
2 新型コロナウイルス感染症の水際対策強化に係る新たな措置を踏まえた入国者の健康フォローアップについて

https://www.mhlw.go.jp/content/000750952.pdf 
3 新型コロナウイルス感染症における積極的疫学調査について（協力依頼） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000609448.pdf 
4 新型コロナウイルス感染症の積極的疫学調査における検体提出等について（要請）

https://www.mhlw.go.jp/content/000758692.pdf 
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国者の濃厚接触者である新型コロナウイルス感染症の患者等及び疑似症患者 

③ 変異株であることが確定した患者等 

④ 上記③の濃厚接触者である新型コロナウイルス感染症の患者等及び疑似症患

者 

⑤ その他変異株であると疑うに足りる正当な理由のある新型コロナウイルス感

染症の患者等及び疑似症患者 

 

２．また、Ⅲ１により入院措置を行った者の退院基準については、科学的な知見が

得られるまでの当面の間、以下のとおりとするようお願いいたします。なお、宿

泊療養の解除基準も同様とします。 

・ 新型コロナウイルス感染症の患者について、法第 26 条第２項において準用

する法第 22 条の「病原体を保有していないこと」とは、37.5 度以上の発熱が

24 時間なく、呼吸器症状が改善傾向であることに加え、24 時間後に核酸増幅

法又は抗原定量検査（以下「核酸増幅法等」という。）の検査を行い、陰性が

確認され、その検査の検体を採取した 24 時間以後に再度検体採取を行い、陰

性が確認された場合とする。 

・ 上記の核酸増幅法等の検査の際に陽性が確認された場合は、24 時間後に核

酸増幅法等の検査を行い、陰性が確認され、その検査の検体を採取した 24 時

間以後に再度検体採取を行い、陰性が確認されるまで、核酸増幅法等の検査

を繰り返すものとする。 

・ また、無症状病原体保有者については、検体採取日から６日間経過した後

に核酸増幅法等の検査を行い、陰性が確認され、その検査の検体を採取した

24 時間以後に再度検体採取を行い、陰性が確認された場合とする。 

・ 上記の核酸増幅法等の検査の際に陽性が確認された場合は、24 時間後に核

酸増幅法等の検査を行い、陰性が確認され、その検査の検体を採取した 24 時

間以後に再度検体採取を行い、陰性が確認されるまで、核酸増幅法等の検査

を繰り返すものとする。 

・ なお、患者が再度症状を呈した場合や無症状病原体保有者が新たに症状を

呈した場合は、37.5 度以上の発熱が 24 時間なく、呼吸器症状が改善傾向と

なるまで退院の基準を満たさないものとする。 

・ 変異株でないことが上記退院基準を満たす前に判明した場合には、現行の

退院基準5により対応して差し支えない。 

 

３.新型コロナウイルス変異株流行国・地域で報告されている新型コロナウイルス

感染症（変異株）の患者等が確認された場合、科学的な知見が得られるまでの当

面の間、以下のとおり感染拡大防止の措置を実施するようお願いいたします。 

                                                      
5 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の

取扱いについて（一部改正）」（令和３年２月 25 日最終改正）https://www.mhlw.go.jp/content/000745527.pdf 
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  ・ 濃厚接触者に加え、濃厚接触者以外の幅広い関係者への検査の実施に向け積

極的な対応を行うこと。 

・ 変異株であることが確認された患者等については、健康フォローアップの期

間が経過した場合であっても、上記Ⅲ２の退院基準を満たしているかの確認の

ための検査や上記Ⅱの検体の確保及び提出に努めること 

なお、新型コロナウイルス感染症（変異株）の患者の臨床経過等については、

国立国際医療研究センター病院（NCGM）のレジストリに登録している医療機関等

において詳細に確認、分析する予定です。 

 

４．これらの対応に当たっては、個人情報の保護に十分ご配慮いただきますようお

願いいたします。 

 

Ⅳ.変異株事例における HER-SYS の活用について 

＜変異株 PCR 検査及びゲノム解析結果について＞ 

１．新型コロナウイルス感染症（変異株）の発生動向等については、厚生労働省に

おいて HER-SYS を活用した集計公表を行います。HER-SYS において変異株である

ことをチェックできる項目（①変異株 PCR 検査結果・②ゲノム解析結果）につい

て以下の要領で入力の程御願いいたします。変異株の動向を詳細に把握し、適切

な対策に繋げていくためには、転帰情報を適時に把握することが重要であるため、

各自治体におかれましては、HER-SYS 上の「現在のステータス」への入力を徹底

いただきますよう、改めてお願い申し上げます。とりわけ、陽性者が死亡した場

合には、「現在のステータス」を「死亡」とした上で、死亡日付と死亡場所を入力

する取扱いを徹底6してください。 

 

 【入力要領】 

 ①変異株 PCR 検査結果 

  ・陽性又は陰性の結果が入力可能となります。 

  ・地方衛生研究所や民間検査機関において、変異株 PCR 検査を行い、結果が判明

した方について、HER-SYS の発生届タブの「変異株 PCR」欄に陽性又は陰性の

チェックを入れてください。 

  ・なお、自治体によっては、変異株 PCR 検査の陽性結果のみを把握していて、陰

性結果を把握していない場合があると承知しています。その場合については、

陰性のチェックを入力せず、陽性のチェックのみを入力いただくことで構いま

せん。 

  ・３月 19 日より「判定不能」の項目を追加いたします。変異株 PCR 検査を行っ

たものの、陽性又は陰性のいずれかの結果が得られなかった事例が生じた場合

                                                      
6 新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム（HER-SYS における「現在のステータス」情報の入力徹底につい

て（依頼） https://www.mhlw.go.jp/content/000756578.pdf 
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には、こちらにチェックを入れてください。 

 ②ゲノム解析結果 

  ・英国、南アフリカ、ブラジル、フィリピン又はその他のいずれかを選択が可能

となります。 

  ・国立感染症研究所その他の機関でゲノム解析結果が確定した方について、プル

ダウンから英国、南アフリカ、ブラジル、フィリピン又はその他のいずれかの

選択をお願いいたします。国立感染症研究所からウイルスの遺伝子の一部の分

析ができず確定には至らなかったが、変異株の特徴が確認されたとの報告を受

けた場合についても、該当する株の選択をお願いいたします。 

  ・また、ゲノム解析を行ったものの判定不能であった場合については、プルダウ

ンから「判定不能」の選択をお願いいたします。 

  ①については、変異株 PCR 検査を実施した結果が判明した際に、保健所において

入力をお願いします。また、②については、国立感染症研究所等からゲノム解析結

果を受け取った際に、保健所において入力をお願いします。 

なお、変異株 PCR 検査を行わず、直接ゲノム解析を行った場合については、①を

入力せず、②のみを入力することも可能です。 

また、各都道府県において新型コロナウイルス感染症（変異株）の感染拡大防止

のための措置を継続して実施することが必要です。引き続き、国立感染症研究所や

地方感染症情報センター等と連携しつつ、上記Ⅲ３で取り上げている幅広い関係者

等への検査など丁寧な積極的疫学調査の実施を徹底していただくよう、ご留意のほ

どお願いいたします。 

 

＜積極的疫学調査への活用について＞ 

２．また、感染症の発生動向の評価に当たっては、感染経路が不明な者の割合が重

要な指標であり、そのため、各事例について推定感染源・感染経路の把握が重要

になりますので、公表前に当該情報を整理の上、公表いただきますようお願いい

たします7。厚生労働省においても、引き続き、当該情報について必要に応じて問

い合わせをさせていただきますので御留意の程よろしくお願いいたします。 

なお、HER-SYS において感染経路の把握状況を効率的に集計できるよう、３月

19 日より新たに積極的疫学調査の結果について、発生届タブの「変異株感染経路」

に「リンクあり」「リンクなし」「調査中」「特記事項」の項目を追加しております。 

つきましては、以下の入力要領に従って保健所において入力をお願いいたしま

す。 

 

【入力要領】 

①「リンクあり」とは感染源が推定される場合をいいます。 

                                                      
7 推定感染源及び感染経路については、丁寧な把握をお願いしておりますが、必ず公表をすることをお願いする趣旨ではな

く、当該情報の公表に関しては、感染拡大防止と個人情報保護の観点を比較考量し、個人情報保護への配慮が必要な場合は

公表しないことも想定されており、患者本人等の状況を含め個別の事案に応じて判断いただくようお願いいたします。 
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②「リンクなし」とは感染源が不明な場合をいいます。 

③「調査中」とは積極的疫学調査中であり、「リンクあり」「リンクなし」の判断に

至らない場合をいいます。 

④「特記事項」には、リンクありの場合の推定感染源（HERSYS-ID 等）を記載しま

す。加えて、集団発生事例の場合には、当該事案（○○高齢者施設、○○学校等）

を記載します。 

 

【事例１】 

・３人家族が同時期に陽性となった場合、この３人の他に感染源が推定される変異

株陽性患者がいる場合は、３名とも「リンクあり」となります。 

 

【事例２】 

・３人家族が同時期に陽性となった場合で、３人の他に感染源が不明の場合は、 

３人家族のうち１名を「リンクなし」とし、残りの２名を「リンクあり」としま

す。その際、発症日が一番早い方を「リンクなし」としてください。 

・その上で、後向き積極的疫学調査を行い、この３人家族の感染源となる変異株陽

性患者が確認された場合は、３人家族のうち「リンクなし」とした１名を「リン

クあり」と修正します。 

 

上記のように入力することで、事後的に集計を行った際に、各地域の発生状況を

HER-SYS の自動集計により効率的に把握することが可能となりますので、ご活用の

程お願いいたします。 

 

３．変異株の公表方法は、厚生労働省において HER-SYS による集計の上、週報で公表

しております。貴自治体においては、変異株事例の公表について変異株 PCR 検査陽

性の時点で各自治体において公表いただくようお願いいたします。 

  なお、厚生労働省における週報については、上記②ゲノム解析結果に入力された

情報をもとに集計を行いますので、上記①・②の入力の徹底をお願いいたします。 

 

【当該事務連絡の内容についての照会先】 

厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対策推進本部 戦略班  

TEL：０３－３５９５－３４８９（内８０２７）  
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従来よりも感染しやすい、重症化しやすい可能性のある変異株や、ワクチンが効き

にくい可能性のある変異株が世界各地で報告されています。日本では、昨年末以降、

こうした変異株のクラスターが複数報告され、海外とのつながりがない事例も継続し

て確認されており、地域での流行に備えが必要です。 

個人の基本的な感染予防策は、変異株であっても、３密（密集・密接・密閉）や特

にリスクの高い５つの場面の回避、マスクの着用、手洗いなどが、これまでと同様に

有効です。国民の皆様の感染予防策へのご協力をお願いいたします。 
 

（参考） 新型コロナウイルス感染症に関する報道発表資料（発生状況、国内の患者発生、空港・

海港検疫事例、海外の状況、変異株、その他） 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00086.html 

  

（参考）感染・伝播性の増加や抗原性の変化が懸念される 新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）の

新規変異株について （第７報） 
https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/10220-covid19-36.html 

  

（参考）新型コロナウイルスに関する Q&A（一般の方向け）２－２変異株について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html 

 
（参考）（2021 年２月時点）新型コロナウイルス感染症の“いま”に関する 11 の知識 （※2021

年 3月 5 日掲載（変異株の内容については 3月 9日更新））P11 新型コロナウイルスの変異につ

いて教えてください。 
https://www.mhlw.go.jp/content/000749530.pdf 

 

 

Q2.症状が落ち着いている患者は、宿泊療養・自宅療養でも良いか。 

 

変異株に感染した方については、原則入院をお願いしています。ただし、地域の感

染状況等に応じて、医師が入院の必要が無いと判断した無症状病原体保有者や軽症者

については、宿泊療養施設において丁寧な健康観察が行うことができる場合には、そ

のような取扱いとして差し支えありません。 

その上で、宿泊療養施設の受入可能人数の状況等を考慮し、また、宿泊療養の対象

となる方のご理解を得ることが極めて困難な場合には、対象となる方が外出しないこ

とを前提に、臨時応急的な措置として自宅療養を行うようお願いいたします（宿泊療

養施設が確保できたときは、速やかに宿泊療養に移行）。 

 

 

Q3.変異株患者は必ず個室でないといけないのか。感染対策は、N95 マスク等の着用

は必要か。 

 

原則として、個室での対応をお願いしております。ただし、同じ変異株であること

が明らかな場合等については、変異株患者同士を同室としていただくことは可能です。 

また、地域の感染状況等に応じて、英国において確認されている変異株であること

が確認された患者等については、従来株患者と同室としても差し支えありません。な

お、南アフリカ及びブラジルにおいて確認されている変異株患者においては、原則、

Q1.国内で見つかっている変異株とは、どのようなものか。 



8 
 

個室での対応をお願いします。 

感染対策については、標準予防策に加え、必要に応じて接触・飛沫予防策を講じて

下さい。 

 

 

Q4.感染症指定医療機関に移した方がいいのか。 

 

 入院先については、新型コロナウイルス感染症に対応可能な医療機関であればよく、

感染症指定医療機関である必要はありません。本事務連絡により、あらかじめ医療機

関の確保などについて調整しておくようお願いしておりますが、地域の実状も踏まえ

て、適切な医療機関に入院いただくようお願いいたします。 

 

 

Q5.変異株の退院はどうすればよいか。２回連続の陰性確認は、「当面」の間とある

が、いつまでか。 

 

変異株の患者についての退院については、以下の通りです。 

 

＜症状のある方（有症状者）の場合＞ 

以下の①及び②を満たす場合に、退院することができます。 

① 37.5 度以上の発熱が 24 時間なく、呼吸器症状が改善傾向であること 

② 24 時間後に核酸増幅法等の検査を行い、陰性が確認されること、その検査の検

体を採取した 24 時間以後に再度検体採取を行い、陰性が確認されること 

（2回連続の陰性確認が必要） 

 

＜症状の出たことがない方（無症状病原体保有者）の場合＞ 

以下の③を満たす場合に、退院することができます。 

③ 検体採取日から６日間経過した後に核酸増幅法等の検査を行い、陰性が確認

され、その検査の検体を採取した 24 時間以後に再度検体採取を行い、陰性が確認

されること。（2回連続の陰性確認が必要） 

 

※ 検査で陽性が確認された場合は、24 時間後に検査を行い、陰性が確認され、そ

の検査の検体を採取した 24 時間以後に再度検体採取を行い、陰性が確認される

まで、検査を繰り返すこと 

※ 患者が再度症状を呈した場合や無症状病原体保有者が新たに症状を呈した場

合は、37.5 度以上の発熱が 24 時間なく、呼吸器症状が改善傾向となるまで退院

の基準を満たさないこと 

※ 宿泊療養又は自宅療養の解除基準も同様です。 

 

変異株については、科学的な知見が得られるまでの間、過去の退院基準を参考に、

現行より厳格な基準での運用をお願いしております。今後、科学的な知見が得られた

場合には、改めてお知らせいたします。 

なお、変異株については、その感染性の高さが感染可能期間の長さに起因する可能

性が指摘（ウイルスが検出されなくなるまでの平均期間が従来株より５日程度長いと
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する研究もある。）されています。現在、国立感染症研究所において国内症例の分析を

行っており、分析結果を踏まえ、検査を実施せずに退院する場合の基準を早急に検討

してまいります。 

 

 

 

Q6.新型コロナウイルス感染症の患者等が退院後に、変異株が確認された場合は、ど

のように対応したらよいか。 

 

退院後に変異株が確認された場合は、その方が事務連絡でお示しした変異株患者等

の退院基準を満たしているかの確認が原則として必要です。ただし、既に入院措置が

解除されて十分な期間を経た後に変異株の感染が確認された場合には、所管の保健所

長の判断に基づき、この確認を不要としても差し支えありません。 

特に、退院後間もない場合においては、上記の確認をするまでの間は、入院又は十

分な感染拡大防止の取り組みを実施した上での宿泊療養や自宅療養をお願いするな

ど、適切な対応もお願いいたします。 

（なお、当該者が事務連絡でお示しした退院基準を満たして退院をしている場合に

は、この限りではありません。） 

併せて、感染源の特定を行うため、当該者の濃厚接触者のみならず、必要に応じて

関係者に対して積極的な検査の実施などの積極的疫学調査をお願いいたします。 

 

 

Q7.感染研でのゲノム解析が行われている間に、従来の退院基準を満たした場合は

退院してもいいのか。 

 

変異株の疑いのある患者については、ゲノム解析において変異株ではないことが確

認された場合を除いて、本事務連絡でお示しした２回連続の陰性確認などの退院基準

を満たした場合に退院いただくようお願いいたします。 

 

 

Q8.国立感染症研究所のゲノム解析で変異株でないことが確定した場合、変異株と

しての対応は不要となるのか。 

 

国立感染症研究所のゲノム解析の結果、変異株ではないことが確定した場合は、従

前の感染拡大防止策をとっていただくようお願いいたします。 

なお、国立感染症研究所のゲノム解析は、検体の状況等によって、変異株であるこ

とは確認されたが、変異株の種類を特定できない場合があります。この場合は、変異

株としての対応を行って頂くようお願いいたします。 

 

Q9. 変異株PCR検査が陽性だった場合の積極的疫学調査についてどのように対応す

べきか。 

 

変異株 PCR 陽性の患者等が確認された場合、科学的な知見が得られるまでの当面の

間、以下のとおり感染拡大防止の措置を実施するようお願いいたします。 
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・ 濃厚接触者に加え、濃厚接触者以外の幅広い関係者への検査の実施に向け積極的

な対応を行うこと。 

・ 変異株であることが確認された患者等については、健康フォローアップの期間が

経過した場合であっても、上記の退院基準を満たしているかの確認のための検査や、

検体の確保及び国立感染症研究所への提出に努めること。 

なお、濃厚接触者等に関する検体提出等については、「新型コロナウイルス感染症

の積極的疫学調査における検体提出等について（要請）」（令和３年２月５日付け健感

発 0205 第４号。最終改訂 3月 24 日）8を参照してください。 

 

 

Q10.公表主体となる自治体は、都道府県に限られるのか。 

 

原則として都道府県単位で公表いただきたいと考えています。ただし、各自治体の

実情に応じて、個人が特定されないよう個人情報等にも配慮した上で保健所設置市・

特別区が公表することも差し支えありません。 

 

 

Q11.「変異株事例」「変異株でないことの確定」は、感染研によるゲノム解析が必要です

か。変異株 PCR 検査の結果で、判断していいですか。 

 

変異株 PCR 検査陽性の段階で、本事務連絡のⅢ１「⑤その他変異株であると疑うに

足りる正当な理由のある新型コロナウイルス感染症の患者等及び疑似症患者」に該当

します。本事務連絡を参考に丁寧な積極的疫学調査等の対応をお願いいたします。 

また、自治体において公表する際には、変異株 PCR 検査で陽性となった時点で変異

株事例（変異株に感染したと考えられる患者）として公表いただいて差し支えありま

せん。 

一方で、各自治体の実情に応じて感染研によるゲノム解析結果等を踏まえ、変異株

確定患者として公表することとしても差し支えありません。 

 

 

Q12.感染研での解析結果は、今後どのような経路で報告されるのか。 

 

国立感染症研究所から検体送付元である地方衛生研究所又は自治体に解析結果を

お伝えいたします。 

 

 

Q13.宿泊療養では、どのような感染管理を行うと良いか。 

 

地域の感染状況等に応じて、変異株患者が宿泊療養施設で宿泊療養する場合、南ア

フリカ及びブラジルにおいて確認された変異株患者においては、従来株の宿泊療養者

と時間的・空間的な分離が必要となります。例えば、当該変異株と従来株の宿泊療養

者の食事やゴミ出し等の時間帯を変えるなど、運用面での配慮をお願いいたします。 

                                                      
8 新型コロナウイルス感染症の積極的疫学調査における検体提出等について（要請）

https://www.mhlw.go.jp/content/000758692.pdf 
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Q14.「N501Y 変異を有さないが、E484K 変異を有する変異株」の患者が確認された場合は

どうすべきか。 

 

「N501Y 変異を有さないが、E484K 変異を有する変異株」については、国立感染症

研究所による評価・分析9において、注目すべき変異株（Variants of Interest; VOI）

として取り扱う旨の見解が示されている。 

「N501Y 変異を有さないが、E484K 変異を有する変異株」の患者については、本事

務連絡のⅢ「変異株の患者及び当該患者に対する入退院・積極的疫学調査について」

の変異株には該当しないことから、従来株と同様の措置を講ずるようお願いいたしま

す。 

 

 

                                                      
9 感染・伝播性の増加や抗原性の変化が懸念される 新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）の新規変異株について （第 7報）

https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/10220-covid19-36.html  



変異株スクリーニング検査の実施率・陽性率（機械的な試算）速報値

全体

①

新規感染者数

②

変異株PCR

検査実施件数

（自治体＋民

間検査機関）

自治体 民間検査機関

③

変異株PCR

検査陽性者

自治体 民間検査機関

変異株

スクリーニン

グ陽性率

③/②

変異株PCR

実施率

②/①

①

新規感染者数

②

変異株PCR

検査実施件数

自治体 民間検査機関

③

変異株PCR

検査陽性者

自治体 民間検査機関

変異株

スクリーニン

グ陽性率

③/②

変異株PCR

実施率

②/①

①

新規感染者数

②

変異株PCR

検査実施件数

自治体 民間検査機関

③

変異株PCR

検査陽性者

自治体 民間検査機関

変異株

スクリーニン

グ陽性率

③/②

変異株PCR

実施率

②/①

①

新規感染者数

②

変異株PCR

検査実施件数

自治体 民間検査機関

③

変異株PCR

検査陽性者

自治体 民間検査機関

変異株

スクリーニン

グ陽性率

③/②

変異株PCR

実施率

②/①

北海道 379 34 34 13 13 38 9 418 137 137 11 11 8 33 481 392 392 90 90 23 81 445 399 399 142 142 36 90

青森県 4 0 0 0 0 - 0 39 0 0 0 0 - 0 37 10 10 0 0 0 27 48 23 23 0 0 0 48

岩手県 1 1 0 1 0 0 0 0 100 9 2 1 1 0 0 0 0 22 23 30 30 0 0 0 130 21 11 11 2 2 18 52

宮城県 167 31 31 0 0 0 19 306 77 77 0 0 0 25 631 124 124 1 1 1 20 911 216 197 19 0 0 0 0 24

秋田県 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 - - 8 7 7 0 0 0 88 6 4 4 2 2 50 67

山形県 0 0 0 0 0 - - 11 16 16 0 0 0 145 92 2 2 0 0 0 2 216 65 51 14 0 0 0 0 30

福島県 148 36 34 2 0 0 0 24 103 27 27 0 0 0 26 116 21 18 3 0 0 0 0 18 109 29 14 15 0 0 0 0 27

茨城県 235 100 99 1 0 0 0 0 43 195 24 21 3 0 0 0 0 12 215 77 75 2 0 0 0 0 36 253 153 146 7 4 4 0 3 60

栃木県 73 24 23 1 0 0 0 0 33 118 23 20 3 0 0 0 0 19 138 27 26 1 0 0 0 0 20 123 71 70 1 0 0 0 0 58

群馬県 99 24 17 7 0 0 0 0 24 92 5 0 5 0 0 0 0 5 126 20 13 7 0 0 0 0 16 124 41 27 14 1 0 1 2 33

埼玉県 711 163 146 17 8 8 0 5 23 847 170 154 16 5 5 0 3 20 762 59 43 16 0 0 0 0 8 803 231 55 176 7 5 2 3 29

千葉県 844 111 74 37 1 0 1 1 13 723 150 134 16 19 16 3 13 21 681 171 136 35 16 16 0 9 25 701 183 129 54 12 10 2 7 26

東京都 1,779 217 48 169 3 3 0 1 12 1,954 199 67 132 2 2 0 1 10 2,108 229 87 142 7 6 1 3 11 2,457 556 183 373 18 9 9 3 23

神奈川県 775 128 72 56 12 9 3 9 17 719 103 69 34 10 7 3 10 14 694 89 40 49 6 5 1 7 13 660 169 76 93 13 9 4 8 26

新潟県 37 23 23 0 0 0 62 65 51 51 0 0 0 78 92 60 60 0 0 0 65 119 90 88 2 0 0 0 0 76

富山県 4 0 0 0 0 - 0 3 18 18 0 0 0 600 9 11 11 2 2 18 122 13 14 14 4 4 29 108

石川県 26 5 5 0 0 0 19 9 187 187 0 0 0 2,078 8 5 5 0 0 0 63 7 11 11 0 0 0 157

福井県 0 6 6 0 0 0 - 1 2 2 0 0 0 200 7 7 7 2 2 29 100 17 10 10 2 2 20 59

山梨県 2 1 1 0 0 0 50 10 2 2 0 0 0 20 5 4 4 0 0 0 80 6 6 6 0 0 0 100

長野県 10 7 7 0 0 0 70 43 33 33 0 0 0 77 115 66 64 2 0 0 0 0 57 179 78 64 14 0 0 0 0 44

岐阜県 51 32 31 1 0 0 0 0 63 19 36 36 0 0 0 189 31 28 27 1 15 15 0 54 90 92 54 53 1 13 13 0 24 59

静岡県 114 14 14 0 0 0 12 143 59 46 13 20 20 0 34 41 99 16 13 3 1 1 0 6 16 152 52 42 10 8 8 0 15 34

愛知県 301 134 126 8 1 1 0 1 45 288 119 114 5 0 0 0 0 41 267 49 46 3 0 0 0 0 18 455 93 88 5 29 28 1 31 20

三重県 38 33 32 1 0 0 0 0 87 40 17 17 0 0 0 43 37 27 27 6 6 22 73 65 28 27 1 18 18 0 64 43

滋賀県 92 82 82 1 1 1 89 84 52 52 0 0 0 62 50 17 17 1 1 6 34 41 23 20 3 0 0 0 0 56

京都府 44 9 8 1 0 0 0 0 20 89 17 11 6 0 0 0 0 19 73 20 19 1 1 1 0 5 27 146 27 24 3 10 8 2 37 18

大阪府 548 223 181 42 62 60 2 28 41 636 129 93 36 44 39 5 34 20 852 228 187 41 60 52 8 26 27 1,799 333 247 86 180 148 32 54 19

兵庫県 218 109 96 13 35 32 3 32 50 290 113 108 5 80 77 3 71 39 431 187 181 6 133 128 5 71 43 698 269 251 18 201 185 16 75 39

奈良県 44 4 4 0 0 0 9 49 5 5 0 0 0 10 57 14 14 7 7 50 25 142 22 22 18 18 82 15

和歌山県 4 2 2 0 0 0 50 11 3 3 0 0 0 27 24 20 20 11 11 55 83 46 44 44 25 25 57 96

鳥取県 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 - - 2 7 7 4 4 57 350

島根県 0 0 0 0 0 - - 1 0 0 0 0 - 0 0 1 1 0 0 0 - 1 1 1 1 1 100 100

岡山県 39 7 7 0 0 0 18 56 10 10 4 4 40 18 41 21 21 3 3 14 51 25 17 17 9 9 53 68

広島県 22 18 18 10 10 56 82 18 13 13 6 6 46 72 22 13 13 7 7 54 59 38 96 96 2 2 2 253

山口県 4 3 3 0 0 0 75 4 1 1 0 0 0 25 7 7 7 0 0 0 100 9 8 8 1 1 13 89

徳島県 9 25 25 0 0 278 3 24 24 6 6 25 800 4 24 24 - 0 600 49 24 24 3 3 13 49

香川県 7 7 7 0 0 0 100 8 5 5 1 1 20 63 11 5 5 1 1 20 45 13 9 9 0 0 0 69

愛媛県 3 3 3 2 2 67 100 8 6 6 1 1 17 75 10 2 2 2 2 100 20 194 35 35 29 29 83 18

高知県 19 11 11 0 0 0 58 6 7 7 0 0 0 117 3 10 10 2 2 20 333 2 3 3 1 1 33 150

福岡県 198 105 105 0 0 0 53 251 126 126 0 0 0 50 240 153 153 8 8 5 64 192 171 171 2 2 1 89

佐賀県 33 313 313 0 0 0 948 54 32 32 0 0 0 59 20 17 17 0 0 0 85 19 45 45 1 1 2 237

長崎県 0 115 115 0 0 0 - 1 0 0 0 0 - 0 3 5 5 0 0 0 167 11 7 7 3 3 43 64

熊本県 14 3 3 0 0 0 21 17 11 11 0 0 0 65 14 11 11 0 0 0 79 9 7 7 0 0 0 78

大分県 4 14 14 0 0 0 350 1 1 1 0 0 0 100 3 2 2 1 1 50 67 4 6 6 2 2 33 150

宮崎県 2 56 56 0 0 0 2,800 0 19 19 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - - 1 1 1 0 0 0 100

鹿児島県 1 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 - 0 11 3 3 0 0 0 27 38 9 9 0 0 0 24

沖縄県 128 23 8 15 2 2 0 9 18 177 10 1 9 0 0 0 0 6 256 87 73 14 1 1 0 1 34 493 70 43 27 0 0 0 0 14

全体 7,231 2,256 150 7 31 7,920 2,041 209 10 26 8,914 2,378 384 16 27 11,954 3,821 2,885 936 767 698 69 20 32

※１各報告日時点の集計値を記載しているため、各自治体のホームページ等で公表されている数値と異なる場合がある。

※２　速報値のため、今後、精査が必要な数字である。※３　陽性者数に自治体の積極的疫学調査等によって把握した患者が、検査数に過去検体の実績がそれぞれ含まれている可能性がある。地域の感染状況を評価するには注意が必要である。

※４　民間検査機関の件数は、国立感染症研究所から民間検査会社に委託して実施したもの

3/1-3/7 3/8-3/14 3/15-3/21 3/22-3/28



変異株スクリーニング検査の実施率・陽性率（機械的な試算）速報値

自治体

①

新規感染者数

②

変異株PCR

検査実施件数

③

変異株PCR

検査陽性者

変異株

スクリーニン

グ陽性率

③/②

変異株PCR

実施率

②/①

①

新規感染者数

②

変異株PCR

検査実施件数

③

変異株PCR

検査陽性者

変異株

スクリーニン

グ陽性率

③/②

変異株PCR

実施率

②/①

①

新規感染者数

②

変異株PCR

検査実施件数

③

変異株PCR

検査陽性者

変異株

スクリーニン

グ陽性率

③/②

変異株PCR

実施率

②/①

①

新規感染者数

②

変異株PCR

検査実施件数

③

変異株PCR

検査陽性者

変異株

スクリーニン

グ陽性率

③/②

変異株PCR

実施率

②/①

北海道 379 34 13 38 9 418 137 11 8 33 481 392 90 23 81 445 399 142 36 90

青森県 4 0 0 - 0 39 0 0 - 0 37 10 0 0 27 48 23 0 0 48

岩手県 1 0 0 - 0 9 1 0 0 11 23 30 0 0 130 21 11 2 18 52

宮城県 167 31 0 0 19 306 77 0 0 25 631 124 1 1 20 911 197 0 0 22

秋田県 0 0 0 - - 0 0 0 - - 8 7 0 0 88 6 4 2 50 67

山形県 0 0 0 - - 11 16 0 0 145 92 2 0 0 2 216 51 0 0 24

福島県 148 34 0 23 103 27 0 0 26 116 18 0 0 16 109 14 0 0 13

茨城県 235 99 0 0 42 195 21 0 0 11 215 75 0 0 35 253 146 4 3 58

栃木県 73 23 0 0 32 118 20 0 0 17 138 26 0 0 19 123 70 0 0 57

群馬県 99 17 0 0 17 92 0 0 - 0 126 13 0 0 10 124 27 0 0 22

埼玉県 711 146 8 5 21 847 154 5 3 18 762 43 0 0 6 803 55 5 9 7

千葉県 844 74 0 0 9 723 134 16 12 19 681 136 16 12 20 701 129 10 8 18

東京都 1,779 48 3 6 3 1,954 67 2 3 3 2,108 87 6 7 4 2,457 183 9 5 7

神奈川県 775 72 9 13 9 719 69 7 10 10 694 40 5 13 6 660 76 9 12 12

新潟県 37 23 0 0 62 65 51 0 0 78 92 60 0 0 65 119 88 0 0 74

富山県 4 0 0 - 0 3 18 0 0 600 9 11 2 18 122 13 14 4 29 108

石川県 26 5 0 0 19 9 187 0 0 2,078 8 5 0 0 63 7 11 0 0 157

福井県 0 6 0 0 - 1 2 0 0 200 7 7 2 29 100 17 10 2 20 59

山梨県 2 1 0 0 50 10 2 0 0 20 5 4 0 0 80 6 6 0 0 100

長野県 10 7 0 0 70 43 33 0 0 77 115 64 0 0 56 179 64 0 0 36

岐阜県 51 31 0 0 61 19 36 0 0 189 31 27 15 56 87 92 53 13 25 58

静岡県 114 14 0 0 12 143 46 20 43 32 99 13 1 8 13 152 42 8 19 28

愛知県 301 126 1 1 42 288 114 0 0 40 267 46 0 0 17 455 88 28 32 19

三重県 38 32 0 0 84 40 17 0 0 43 37 27 6 22 73 65 27 18 67 42

滋賀県 92 82 1 1 89 84 52 0 0 62 50 17 1 6 34 41 20 0 0 49

京都府 44 8 0 0 18 89 11 0 0 12 73 19 1 5 26 146 24 8 33 16

大阪府 548 181 60 33 33 636 93 39 42 15 852 187 52 28 22 1,799 247 148 60 14

兵庫県 218 96 32 33 44 290 108 77 71 37 431 181 128 71 42 698 251 185 74 36

奈良県 44 4 0 0 9 49 5 0 0 10 57 14 7 50 25 142 22 18 82 15

和歌山県 4 2 0 0 50 11 3 0 0 27 24 20 11 55 83 46 44 25 57 96

鳥取県 0 0 0 - - 0 0 0 - - 0 0 0 - - 2 7 4 57 350

島根県 0 0 0 - - 1 0 0 - 0 0 1 0 0 - 1 1 1 100 100

岡山県 39 7 0 0 18 56 10 4 40 18 41 21 3 14 51 25 17 9 53 68

広島県 22 18 10 56 82 18 13 6 46 72 22 13 7 54 59 38 96 2 2 253

山口県 4 3 0 0 75 4 1 0 0 25 7 7 0 0 100 9 8 1 13 89

徳島県 9 25 0 278 3 24 6 25 800 4 24 - - 600 49 24 3 13 49

香川県 7 7 0 0 100 8 5 1 20 63 11 5 1 20 45 13 9 0 0 69

愛媛県 3 3 2 67 100 8 6 1 17 75 10 2 2 100 20 194 35 29 83 18

高知県 19 11 0 0 58 6 7 0 0 117 3 10 2 20 333 2 3 1 33 150

福岡県 198 105 0 0 53 251 126 0 0 50 240 153 8 5 64 192 171 2 1 89

佐賀県 33 313 0 0 948 54 32 0 0 59 20 17 0 0 85 19 45 1 2 237

長崎県 0 115 0 0 - 1 0 0 - 0 3 5 0 0 167 11 7 3 43 64

熊本県 14 3 0 0 21 17 11 0 0 65 14 11 0 0 79 9 7 0 0 78

大分県 4 14 0 0 350 1 1 0 0 100 3 2 1 50 67 4 6 2 33 150

宮崎県 2 56 0 0 2,800 0 19 0 0 - 0 0 0 - - 1 1 0 0 100

鹿児島県 1 0 0 - 0 1 0 0 - 0 11 3 0 0 27 38 9 0 0 24

沖縄県 128 8 2 25 6 177 1 0 0 1 256 73 1 1 29 493 43 0 0 9

全国 7,231 1,884 141 7 26 7,920 1,757 195 11 22 8,914 2,052 369 18 23 11,954 2,885 698 24 24

※１各報告日時点の集計値を記載しているため、各自治体のホームページ等で公表されている数値と異なる場合がある。

※２　速報値のため、今後、精査が必要な数字である。※３　陽性者数に自治体の積極的疫学調査等によって把握した患者が、検査数に過去検体の実績がそれぞれ含まれている可能性がある。地域の感染状況を評価するには注意が必要である。

※４　民間検査機関の件数は、国立感染症研究所から民間検査会社に委託して実施したもの

3/1-3/7 3/8-3/14 3/15-3/21 3/22-3/28



変異株スクリーニング検査の実施率・陽性率（機械的な試算）速報値

民間

①

新規感染者数

②

変異株PCR検

査実施件数

③

変異株PCR検

査陽性者

変異株

スクリーニン

グ陽性率

③/②

変異株PCR実

施率

②/①

①

新規感染者数

②

変異株PCR検

査実施件数

③

変異株PCR検

査陽性者

変異株

スクリーニン

グ陽性率

③/②

変異株PCR実

施率

②/①

①

新規感染者数

②

変異株PCR検

査実施件数

③

変異株PCR検

査陽性者

変異株

スクリーニン

グ陽性率

③/②

変異株PCR実

施率

②/①

①

新規感染者数

②

変異株PCR検

査実施件数

③

変異株PCR検

査陽性者

変異株

スクリーニン

グ陽性率

③/②

変異株PCR実

施率

②/①

北海道 379 - 0 418 - 0 481 - 0 445 0 0 - 0

青森県 4 0 0 39 - 0 37 - 0 48 0 0 - 0

岩手県 1 1 0 - 100 9 1 0 0 11 23 - 0 21 0 0 - 0

宮城県 167 - 0 306 - 0 631 - 0 911 19 0 0 2

秋田県 0 - - 0 - - 8 - 0 6 0 0 - 0

山形県 0 0 - 11 - 0 92 - 0 216 14 0 0 6

福島県 148 2 0 0 1 103 - 0 116 3 0 0 3 109 15 0 0 14

茨城県 235 1 0 0 0 195 3 0 0 2 215 2 0 0 1 253 7 0 0 3

栃木県 73 1 0 0 1 118 3 0 0 3 138 1 0 0 1 123 1 0 0 1

群馬県 99 7 0 0 7 92 5 0 0 5 126 7 0 0 6 124 14 1 7 11

埼玉県 711 17 0 0 2 847 16 0 0 2 762 16 0 0 2 803 176 2 1 22

千葉県 844 37 1 1 4 723 16 3 19 2 681 35 0 0 5 701 54 2 4 8

東京都 1,779 169 0 0 9 1,954 132 0 0 7 2,108 142 1 1 7 2,457 373 9 2 15

神奈川県 775 56 3 - 7 719 34 3 9 5 694 49 1 2 7 660 93 4 4 14

新潟県 37 - 0 65 - 0 92 - 0 119 2 0 0 2

富山県 4 - 0 3 - 0 9 - 0 13 0 0 - 0

石川県 26 - 0 9 - 0 8 - 0 7 0 0 - 0

福井県 0 - - 1 - 0 7 - 0 17 0 0 - 0

山梨県 2 - 0 10 - 0 5 - 0 6 0 0 - 0

長野県 10 0 0 43 - 0 115 2 0 0 2 179 14 0 0 8

岐阜県 51 1 0 - 2 19 - 0 31 1 0 0 3 92 1 0 0 1

静岡県 114 0 0 143 13 0 0 9 99 3 0 0 3 152 10 0 0 7

愛知県 301 8 0 0 3 288 5 0 0 2 267 3 0 0 1 455 5 1 20 1

三重県 38 1 0 - 3 40 - 0 37 - 0 65 1 0 0 2

滋賀県 92 0 0 84 - 0 50 - 0 41 3 0 0 7

京都府 44 1 0 0 2 89 6 0 0 7 73 1 0 0 1 146 3 2 67 2

大阪府 548 42 2 15 8 636 36 5 14 6 852 41 8 20 5 1,799 86 32 37 5

兵庫県 218 13 3 - 6 290 5 3 60 2 431 6 5 83 1 698 18 16 89 3

奈良県 44 - 0 49 - 0 57 - 0 142 0 0 - 0

和歌山県 4 - 0 11 - 0 24 - 0 46 0 0 - 0

鳥取県 0 - - 0 - - 0 - - 2 0 0 - 0

島根県 0 - - 1 - 0 0 - - 1 0 0 - 0

岡山県 39 - 0 56 - 0 41 - 0 25 0 0 - 0

広島県 22 - 0 18 - 0 22 - 0 38 0 0 - 0

山口県 4 - 0 4 - 0 7 - 0 9 0 0 - 0

徳島県 9 - 0 3 - 0 4 - 0 49 0 0 - 0

香川県 7 - 0 8 - 0 11 - 0 13 0 0 - 0

愛媛県 3 - 0 8 - 0 10 - 0 194 0 0 - 0

高知県 19 - 0 6 - 0 3 - 0 2 0 0 - 0

福岡県 198 - 0 251 - 0 240 - 0 192 0 0 - 0

佐賀県 33 - 0 54 - 0 20 - 0 19 0 0 - 0

長崎県 0 - - 1 - 0 3 - 0 11 0 0 - 0

熊本県 14 - 0 17 - 0 14 - 0 9 0 0 - 0

大分県 4 - 0 1 - 0 3 - 0 4 0 0 - 0

宮崎県 2 - 0 0 - - 0 - - 1 0 0 - 0

鹿児島県 1 0 0 1 - 0 11 - 0 38 0 0 - 0

沖縄県 128 15 0 0 12 177 9 0 0 5 256 14 0 0 5 493 27 0 0 5

全国 7,231 372 9 2 5 7,920 284 14 5 4 8,914 326 15 5 4 11,954 936 69 7 8

※１各報告日時点の集計値を記載しているため、各自治体のホームページ等で公表されている数値と異なる場合がある。

※２　速報値のため、今後、精査が必要な数字である。※３　陽性者数に自治体の積極的疫学調査等によって把握した患者が、検査数に過去検体の実績がそれぞれ含まれている可能性がある。地域の感染状況を評価するには注意が必要である。

※４　民間検査機関の件数は、国立感染症研究所から民間検査会社に委託して実施したもの
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新型コロナウイルス変異株流行国・地域への指定について 

 

 

令和３年４月６日 

 

１．「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」について、現行の 26 か国（※）に加え、

以下の３の国・地域を指定し、これらの国・地域に対して、英国及び南アフリカ共和国

等と同様の水際強化措置を取ることとします。 

 

（１）カナダ（オンタリオ州） 

（２）スペイン 

（３）フィンランド 

 

 （※）現行 26か国 

アイルランド、アラブ首長国連邦、イスラエル、イタリア、ウクライナ、英国、エストニ

ア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スロバキア、チェコ、デンマーク、

ドイツ、ナイジェリア、パキスタン、ハンガリー、フィリピン、ブラジル、フランス、ベル

ギー、ポーランド、南アフリカ共和国、ルクセンブルク、レバノン 

 

２．上記３の国・地域からのすべての入国者及び帰国者については、これまでは自宅等で

入国後 14 日間の待機をしていただいてきたところですが、今後は、検疫所長の指定す

る場所（検疫所が確保する宿泊施設に限る）で待機いただき、入国後３日目に改めて検

査を受けていただくことになります。その上で、陰性と判定された方については、検疫

所が確保する宿泊施設を退所し、入国後 14 日間の残りの期間を、自宅等で待機してい

ただくことになります。 

 

以上 

  

資料４－１④ 



令和３年２月２日 

令和３年４月６日最終改正 

 

 

変異株流行国・地域に該当する国・地域について 

 

厚 生 労 働 省 

健 康 局 

結 核 感 染 症 課 

健 康 課 

医 薬 ・ 生 活 衛 生 局 

生活衛生・食品安全企画課 

検 疫 所 業 務 管 理 室 

外 務 省 領 事 局 政 策 課 

 

「水際対策強化に係る新たな措置（８）」（令和３年２月２日）に基づき、外務省及び厚

生労働省において確認の都度、指定し公表するとされている国・地域は以下のとおりです。 

 

国・地域 指定日 ３.（２）に基づく措置の 

実施開始日時(日本時間） 

アイルランド、イスラエ

ル、英国、ブラジル（アマ

ゾナス州）、南アフリカ共

和国 

令和３年２月２日 令和３年２月５日午前０時 

アラブ首長国連邦、イタリ

ア、オーストリア、オラン

ダ、スイス、スウェーデン、

スロバキア、デンマーク、

ドイツ、ナイジェリア、ブ

ラジル（アマゾナス州を除

く）、フランス、ベルギー 

令和３年３月２日 令和３年３月５日午前０時 

エストニア、チェコ、パキ

スタン、ハンガリー、ポー

ランド、ルクセンブルク、

レバノン 

令和３年３月 17日 令和３年３月 20日午前０時 

ウクライナ、フィリピン 令和３年３月 26日 令和３年３月 29日午前０時 



カナダ（オンタリオ州）、ス

ペイン、フィンランド 

令和３年４月６日 令和３年４月９日午前０時 

 

  



水際対策強化に係る新たな措置（８） 

 

令和３年２月２日 

 

１．新型コロナウイルス変異株流行国・地域からの新規入国の一時停止 

  「国際的な人の往来の再開に向けた段階的措置」（第 38回新型コロナウイルス感染症

対策本部（令和２年６月 18日）資料２）及び「国際的な人の往来の再開等（第 41回新

型コロナウイルス感染症対策本部（令和２年７月 22日）資料３）」に基づき、防疫措置

を確約できる受入企業・団体がいることを条件に、双方の取り決めに基づき、例外的に

入国を認め（レジデンストラック）、14日間の自宅等待機期間中も行動範囲を限定した

形で行動制限を一部緩和（ビジネストラック）し、並びに、「国際的な人の往来の再開」

（第 43回新型コロナウイルス感染症対策本部（令和 2年 9月 25日）資料４の１（２））

に基づき、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件に、原則として全て

の国・地域からの新規入国を許可してきたところであるが、引き続き、当分の間、これ

らの仕組みによる新型コロナウイルス変異株流行国・地域（以下「変異株流行国・地域」

という）からの新規入国を拒否する。 

 

２．変異株流行国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置の一時停止 

  「国際的な人の往来の再開」（第 44回新型コロナウイルス感染症対策本部（令和２年

10 月 30 日）資料５の１）に基づき、日本在住の日本人及び在留資格保持者を対象に、

全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時に、防疫措置を確約できる受入企業・

団体がいることを条件に、ビジネストラックと同様の 14日間待機緩和を認めてきたと

ころであるが、引き続き、当分の間、この仕組みによる変異株流行国・地域からの帰国

者及び再入国者については 14日間待機緩和を認めない。 

 

３．検疫の強化 

（１）変異株流行国・地域からのすべての入国者及び帰国者について、引き続き、当分の

間、出国前 72 時間以内の検査証明の提出を求めるとともに、入国時の検査を実施す

る。 

 

（２）変異株流行国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長

の指定する場所（検疫所が確保する宿泊施設に限る）での待機を求める。その上で、

入国後３日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された者については、検疫所

が確保する宿泊施設を退所し、入国後 14 日間の自宅等待機を求めることとする。な

お、検査証明を帰国時に提出できない日本人については、帰国後３日目及び６日目に

改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された者については、検疫所

が確保する宿泊施設を退所し、入国後 14日間の自宅等待機を求めることとする。 

参考 



 

（注１）上記１～３に基づく措置の実施に伴い、「水際対策強化に係る新たな措置」（令和２年 12月 23日）

及び「水際対策強化に係る新たな措置（２）」（令和２年 12 月 25日）は、廃止する。 

（注２）変異株流行国・地域に該当する国・地域は、外務省及び厚生労働省において確認の都度、別添の

書式で指定し公表する。 

（注３）上記１～３に基づく措置は、本邦への帰国日又は上陸申請日前 14 日以内に変異株流行国・地域

における滞在歴のある者を対象とする。 

（注４）上記３（２）に基づく措置は、令和３年２月５日午前０時（日本時間）から行うものとし、今後

指定された国・地域については、指定日の３日後の日の午前０時から実施する。 

 

   （以上） 

 


